
議案第６０号 

 

 

 

令和元年度中央市一般会計補正予算（第２号） 

 

 

 令和元年度中央市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９８，７８９千円を減額し、歳入歳出予 

 

算の総額を歳入歳出それぞれ１５，８１６，９０２千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（継続費の補正） 

 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 
 

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

 

 （債務負担行為） 

 

第４条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をす 

 

 ることができる事項、期間及び限度額は、「第４表 債務負担行為」による。 

 

（地方債の補正） 

 

第５条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第５表 地方債補正」による。 

 











第２表 継続費補正 

 

変 更 

款 項 事業名 

補 正 前 補 正 後 

総 額 

（千円） 

年

度 

年割額 

（千円） 

総 額 

（千円） 

年

度 

年割額 

（千円） 

10 

教育費 

 

２ 

小学校費 

 

豊 富 小 学 校 

施設整備事業 
160,000 

平
成

30年
度
 

103,500 

884,130 

平
成

30年
度
 

103,500 

令
和
元
年
度
 

15,250 

令
和
元
年
度
 

489,380 
令
和
２
年
度
 

15,250 

令
和
２
年
度
 

265,250 

令
和
３
年
度
 

26,000 

令
和
３
年
度
 

26,000 

 

 

第３表 繰越明許費補正 

 

１ 追 加 

 
２ 変 更 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 都市公園建設事業 783,892 

合         計 783,892 

款 項 事 業 名 
補 正 前 補 正 後 

金額（千円） 金額（千円） 

10 教 育 費 ２ 小 学 校 費 豊富小学校施設整備事業 749,170 25,040 



第４表 債務負担行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

事    項 期  間 
限 度 額 

（千円） 

株式会社山梨中央銀行（以下「甲」とい

う）が笛吹川沿岸土地改良区（以下「乙」

という）に貸し付けた、かんがい排水事

業資金にかかる損失補償 

甲が乙に貸付けた日

から、甲が補償の履

行日として指定する

日まで 

借入元金7,124千円の損失

確定日における元利合計

及び遅延損害金に相当す

る額  

株式会社山梨中央銀行（以下「甲」とい

う）が笛吹川沿岸土地改良区（以下「乙」

という）に貸し付けた、かんがい排水事

業資金にかかる損失補償 

甲が乙に貸付けた日

から、甲が補償の履

行日として指定する

日まで 

借入元金8,409千円の損失

確定日における元利合計

及び遅延損害金に相当す

る額 

株式会社山梨中央銀行（以下「甲」とい

う）が笛吹川沿岸土地改良区（以下「乙」

という）に貸し付けた、かんがい排水事

業資金にかかる損失補償 

甲が乙に貸付けた日

から、甲が補償の履

行日として指定する

日まで 

借入元金11,127千円の損

失確定日における元利合

計及び遅延損害金に相当

する額  

株式会社山梨中央銀行（以下「甲」とい

う）が笛吹川沿岸土地改良区（以下「乙」

という）に貸し付けた、かんがい排水事

業資金にかかる損失補償 

甲が乙に貸付けた日

から、甲が補償の履

行日として指定する

日まで 

借入元金6,272千円の損失

確定日における元利合計

及び遅延損害金に相当す

る額  

株式会社山梨中央銀行（以下「甲」とい

う）が笛吹川沿岸土地改良区（以下「乙」

という）に貸し付けた、かんがい排水事

業資金にかかる損失補償 

甲が乙に貸付けた日

から、甲が補償の履

行日として指定する

日まで 

借入元金11,459千円の損

失確定日における元利合

計及び遅延損害金に相当

する額  

合     計 － 



第５表 地方債補正 

 
１ 追 加 

 

 
２ 変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

公 共 事 業 等 債 80,800 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

85,100 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

合併特例事業債 1,436,900 1,104,200 

臨時財政対策債 420,000 396,600 

 

 

 

 

起債の目的 
限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利  率 償 還 の 方 法 

地方道路等整備事業債 262,300 

普通

貸借 

5.0％以内(た

だし、利率見直し

方式で借り入れ

る資金について、

利率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直し

後の利率) 

政府資金については、その融資

条件により、銀行その他の場合に

は、その債権者と協議する。 

ただし、財政その他の都合によ

り、据置期間及び償還期間を短縮

し、若しくは、繰上償還又は低利

に借換えすることができる。 

防災・減災・国土強靭化

緊急対策事業債 
97,400 

合  計 359,700 



 

３ 廃 止 
 

 

 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

一 般 事 業 債 218,500 
普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

－ － － － 

 

 

 

 

 

 

 





議案第６１号 

 

 

 

令和元年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 令和元年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７５，９７６千円を追加し、歳入歳出予算 

 

の総額を歳入歳出それぞれ３，２１３，８２８千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第６２号 

 

 

 

令和元年度中央市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 令和元年度中央市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，５４０千円を追加し、歳入歳出予算 

 

 の総額を歳入歳出それぞれ２，０７０，１１４千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 













議案第６３号 

 

 

 

令和元年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 令和元年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，６３９千円を減額し、歳入歳出予算 

 

 の総額を歳入歳出それぞれ１３，７２３千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 













議案第６４号 

 

 

 

令和元年度中央市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

 令和元年度中央市下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６６１千円を追加し、歳入歳出予算の 

 

 総額を歳入歳出それぞれ１，２４９，６０１千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 










